
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
  
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

� 消費税の仕入税額控除制度の適正化                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Ｑ：令和２年の税制改正で、消費税の仕入

れ税額控除制度の適正化が図られたとか。ど

のようになるのですか？                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ａ：次のようになります。 

【解説】  

令和２年の税制改正では、居住用賃貸建物

の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度等

の適正化が図られました。 

具体的には、消費税は居住用賃貸建物を取

得しても、住宅の家賃収入が非課税のため、仕

入税額控除の適用が制限されてしまいますが、

金地金等の売買を繰り返し行い、課税売上割

合を意図的に高めて、不当に消費税の還付を

受けるというスキームが行われるようになっ

たことから、これを規制するため、居住用賃貸

建物の課税仕入れについては、原則、仕入税額

控除を適用しないこととされました。ただし、

居住用賃貸建物の住宅の貸付けの用に供しな

いことが明らかな部分については、引き続き

仕入税額控除の対象とされます。 

また、居住用賃貸建物について、その仕入

れの日から同日の属する課税期間の初日以後

３年を経過する日の属する課税期間の末日ま

でに、住宅の貸付け以外の貸付け又は譲渡を

した場合には、それまでの居住用賃貸建物の

貸付け及び譲渡対価の額を基礎に計算した金

額を、その課税期間又は譲渡した日の属する

課税期間の仕入控除税額に加算して調整する

こととされます。 
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